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そもそも消費税とは 

• 取引の相手側に価格転嫁をすることにより、
最終消費者に負担を求める税 

• 取引のリング（RING）の中で、売り上げに係

る消費税額から仕入れに係る消費税額を控
除する方法をとるので、適正な納税に向けて
の「けん制効果」が働く。 

• 消費という事実行為をとらえて税負担を求め
るので、所得税と比べて判別が簡単で、公平
な負担となる。 
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価格転嫁と表示の問題 

「転嫁対策については、消費税の円滑かつ適正な転嫁を
確保する観点から、独占禁止法・下請法の特例に係る必
要な法制上の措置を講ずる。」（三党合意） 

「消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置」 
「消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置」  
 
・転嫁、価格表示を巡る、事業者の立場と消費者の立場 
・価格とは何か 
・商品ごと個別に転嫁する必要があるのか 
・フランス人の考え方 
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消費税の軽減税率について 

(平成25年度自民党税制改正大綱） 
 

 ○消費税率10％引き上げ時に、軽減税率制度を導入することを
めざす。 

 ○そのため与党税制協議会で・・協議し、本年12月予定の2014
年度与党税制改正決定時までに・・結論を得るものとする。 

 ○協議すべき事項 
• 対象、品目、軽減する消費税率、 
• 財源の確保 
• インボイス制度など区分経理のための制度の整備 
• 中小事業者等の事務負担増加、免税事業者が課税選択を余

儀なくされる問題への理解 
• その他、軽減税率導入にあたって必要な事項 
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OECD諸国における付加価値税率とC効率性 
 （2008年） OECD資料 

標準税率（A） C効率性（B） （A）×（B） 日本を100とした
場合の比率 

英国 １７．５ ４２ ７．３５ １１３ 

ドイツ １６ ５０ ８ １２３ 

フランス １９．６ ４５ ８．８ １３５ 

イタリア ２０ ３５ ７ １０８ 

スウェーデン ２５ ５１ １２．８ １９７ 

カナダ ７ ５０ ３．５ ５４ 

ニュージーランド １２．５ ８７ １０．９ １６８ 

日本（５％） ５ ６５ ３．３ 

日本（１０％） １０ ６．５ １００ 

Ｃ－efficiency＝（付加価値税収／消費総額）÷（標準税率）×100％ 、「消費総額」とは、民間最終消費

支出と政府最終消費支出の合計値で、必ずしも付加価値税の課税ベースと一致しているわけではない  
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軽減税率の問題点 
① 制度執行コストの増大等 
 制度の簡素化、経済に対する中立性、事業者の
事務負担、税務執行コストが増大する。 

②再分配政策としての効果 
 高額所得者にもメリットが及ぶので再分配政策
としての効果は乏しい。逆進性は変わらず。  

③ 標準税率の一層の引上げ 
 軽減税率による減収分だけ標準税率を高くせざ
るを得ない。 

 
→「簡素な給付」、さらには「簡素な給付付き税額控除」で 
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GSTとVAT（マーリーズレビュー） 

• VATはモノの時代の消費税、サービスの時代は進化系のGST（
Goods and Services Tax）。 

• VATの具体的な問題点 
 １）土地取引、金融・保険サービス，医療・教育・福祉など非課税

取引の拡大によって連鎖（チェイン）が切断され、価格のゆがみ
をもたらしている。 

 ２）ゼロ税率・軽減税率の広がりが、税収を失わせ、政策効果とし
ても問題を生じさせている。 

 ３）サービスや電子商取引の発達についていけてない。 
• VAT導入から35年経過して出現した近代的なGST（とりわけニュ

ージーランドのGST）は、ＥＵのVAT見直しにつながる。 
• ゼロ税率や非課税を廃止すべき、低所得者対策は、所得税減税

と給付付き税額控除のセットで行うことが望ましい。 
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軽減税率とインボイス 

 

• 生産者A → 卸売業者B → 小売業者C 
 
 

• 消費税制度は、取引のリング（RING）を「インボイス」により、適正な納税
に向けての「けん制効果」が働くように仕組まれている。 

• 売り手Aも買い手Bも、取引に当たって（売上げも仕入れも）、軽減税率
対象品目かどうか品目ごとに判断する必要が出てくるので、事務負担が
重くなる。 

• 事務負担軽減には、品目ごとに軽減税率適用が判断でき、消費税額が
記載されたインボイスの導入が必須となる。 

• こえがなければ、売手は低い税率で売ったことにし（納付税額が少なくな
る）、買手は高い税率で買ったことにしたい（控除税額が多くなる）ので、
消費税制度のメリットである納税の正確性は担保されなくなる。 

• 中小企業庁の実態調査では、依然4割の事業者が手計算で経理を行っ
ており、複雑な計算をさけるためには、インボイスが必要。 

• 問題は、インボイスの発給ができない免税事業者の取り扱い。課税選択
か。 
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給付付き税額控除の４類型 

第１類型ー勤労税額控除（EITC)。クリントン、ブレア   
       のワークフェア思想。勤労により自助努力で生活    
  能力を高めていくことを支援する。オバマのMWP  
  税額控除。 
第２類型ー児童税額控除（CTC）。世帯人数に応じ税   
      額控除。母子家庭の貧困対策・子育て支援によ 
   る少子化対策に有効。 
第３類型ー社会保険料負担軽減税額控除。低所得層   
      の税負担・社会保険税負担を緩和。還付・給付は   
   なし。オランダ 
第４類型ー消費税逆進性対策税額控除。消費税率引  

     上げによる逆進性の緩和策として導入。基礎的   
       生活費の消費税率分を所得税額から控除・還付 
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年間世帯収入

年間収入に占める租税負担割合(％)

現行制度（税率5%） 税率10%（一律） 食料品軽減（5%） 消費税税額控除（ケース1） 消費税税額控除（ケース２）

出典：「平成21年全国消費実態調査」(総世帯)より推計

ケースⅠ 
(300万円までの世帯に一人当たり4.5万円給付、減額率は5%) 
ケースⅡ 
(210万円までの世帯に一人当たり10万円給付、減額率は15%) 

所得階級別消費税負担割合 
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夫婦子供2人世帯 ●ケース1： 単身者2万円、夫婦のみ世帯4万円、子
供一人当たり1万円。年収300万円を超えると4%の割
合で逓減 
●ケース2： 単身者1万円、夫婦のみ世帯2万円、子
供一人当たり0.5万円。年収300万円を超えると2%の
割合で逓減 
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諸外国の資料情報制度（個人） 

日本 アメリカ イギリス（注3） フランス スウェーデ
ン 

フロー 

金融所
得 

利子    ×（注1） ○ ○ ○ ○ 
配当 ○ ○ ○ ○ ○ 
株式譲渡 ○ ○ ○ ○    ○（注4） 

事業所得 × × × × × 
給与所得 ○ ○ ○ ○ ○ 
不動産譲渡 ○ ○ ○ ○    ○（注4） 

国内送金、預金の入
出金 × ○ × × 不明 

海外送金 ○ ○ × △（注２） 不明 

ストック 

金融資
産 

預貯金口座
開設 ×    △（注2） × ○ 

  ×（注5） 
株式保有 × × ○ × 

不動産 × × × × 
貴金属 × × × × 
海外資産 × ○ ○ ○ 

出典：OECD “Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative Information Series”ヒアリングに基づき作成 

注1：源泉分離課税、注2：但し、記録保存義務あり。当局から要請があれば開示。 
注3：イギリスにおいては、法定資料提出義務者は、税務当局の求めに応じて、法定資料を提出しなければならない。 
注4：報告対象はいずれも売却価格である。 
注5： 2008年を最後に富裕税が廃止されたことから、貯蓄残高等、従来報告対象とされていた情報の提出義務がなくなった。  
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